
 

 

事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ４ 月 ４ 日 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局教 育 課 程 課  

幼 児 教 育 課  

特別支援教育課  

 

 

「ウクライナの首都等の呼称の変更」について 

 

 

 

標記について、令和４年４月１日付けで、別添のとおり、外務省大臣官房長から文

部科学省大臣官房長宛て周知依頼がありましたので、お送りします。 

 

 

 

 

 

                        【本件担当】                 

（幼稚園について）             

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

電話：03（5253）4111 内線：3136 

 

（特別支援学校について）          

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課  

電話：03（5253）4111 内線：3193 

 

   （その他について）             

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

                  電話：03（5253）4111 内線：2565 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課    

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた 

各地方公共団体の学校設置会社事務主管課 

 

御中 



別添





地名対照表（ウクライナ語・ロシア語） 

令和４年４月１日 

欧州局中・東欧課 

注１：平成三年内閣告示「外来語の表記」における第一表及び第二表を基準に作成。 

注２：ロシア語と違い、в（ｖ）の後に母音が続かない場合、「フ」の音にならず、「ウ」に近い音になるため、表記は「ウ」を用

いる。ただし、発音が不自然ななものとなる場合は、「フ」又は「ヴ」を用いることも排除しない。例：アヴァコウ→ア

ヴァコフ 

注３：гの表記には、ガ行ではなく、ハ行を用いる。英語の場合はｈとなる。 

注４：子音の後にьが続くは、イ段又はウ段の音を用いる。例：リヴィウ、ボリスピリ、ルハンスク 

ウクライナ語表記 ロシア語表記 英語 ウクライナ語

キーウ州／市 キエフ Kyiv Київ 

チョルノービリ市／原子力発電所 チェルノブイリ Chornobyl Чорнобиль 

オデーサ州／市 オデッサ Odesa Одеса 

ドニプロ川／市 ドニエプル Dnipro Дніпро 

ドネツク州/市 ドネツク Donetsk Донецьк 

ルハンスク州/市 ルガンスク Luhansk Луганськ 

ハルキウ州/市 ハリコフ Kharkiv Харків 

ミコライウ州/市 ニコラエフ Mykolaiv Миколаїв 

リヴィウ州/市 リヴォフ Lviv Львів 

イヴァノ＝フランキウスク州/市 イヴァノ＝フランコフスク Ivano- Frankivsk Івано-Франківськ 

ドニプロペトロウスク州 ドニエプロペトロフスク Dnipropetrovsk Дніпропетровськ 

チェルニウツィ州／市 チェルノフツィ Chernivtsi Чернівці 

ザポリッジャ州/市 ザポロージェ Zaporizhia Запоріжжя 

リーウネ州/市 ローヴノ Rivne Рівне 

テルノーピリ州/市 テルノーポリ Ternopil Тернопіль 

チェルニヒウ州/市 チェルニゴフ Chernihiv Чернігів 

チェルカーシ州／市 チェルカッシ Cherkasy Черкаси 

キロヴォフラード州 キロヴォグラード Kirovohrad Кіровоград 

ザカルパッチャ州 ザカルパチエ Zakarpattya Закарпаття 

ヘルソン州／市 ヘルソン Kherson Херсон 

スーミ州／市 スーミ Sumy Суми 

ポルタヴァ州／市 ポルタヴァ Poltava Полтава 

ジトーミル州／市 ジトーミル Zhtomyr Житомир 

ヴィンニツァ州／市 ヴィンニツァ Vinnytsa Вінниця 

フメリニツキー州／市 フメリニツキー Khmelnytskyi Хмельницький 

ヴォリーニ州 ヴォリーニ Volyn Волинь 

クリミア自治共和国 クリミア Crimea Крим 

セヴァストーポリ市 セヴァストーポリ Sevastopol Севастополь 

ボリスピリ空港 ボリスポリ Boryspil Бориспіль 

イルピニ市 イルペニ Irpin Ірпінь 

マリウポリ市 マリウポリ Mariupol Маріуполь 



令和４年３月３１日 

Ｇ－０３７７ 

ウクライナの首都等の呼称の変更 

１ ロシアによる侵略を受け、日本政府としてウクライナ支援及びウクライナ

との一層の連帯を示すための行動について幅広く検討を行ってきたところで

すが、ウクライナの首都の呼称をロシア語からウクライナ語に変更してはど

うかとの指摘が各方面から寄せられました。これを踏まえ、適切な呼称につ

いてウクライナ政府の意向について照会を行っていたところ、今般、ウクラ

イナ側から回答が得られたことから、ウクライナの首都の呼称をロシア語に

よる読み方に基づく「キエフ」からウクライナ語による読み方に基づく「キ

ーウ」に変更することとしました。また、首都以外の地名についても、ウク

ライナ語による読み方に基づく呼称に変更することとしました。 

２ ロシアによる侵略は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害

し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反

です。我が国は、引き続きウクライナ及びウクライナ国民に寄り添い、事態

の改善に向けてＧ７を始めとする国際社会と連携して取り組んでいきます。 
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